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(57)【要約】
　動脈瘤を治療するためのシステムは、外壁および内壁
を有する少なくとも第１の二重壁充填構造を備えており
、また、充填構造は、外壁が動脈瘤の内側の表面と一致
し、かつ、内部表面が血液の流れを提供するための概ね
管状の管腔を形成するよう、硬化性流体充填媒体が充填
されるように適合されている。第１の充填構造は、充填
構造に硬化性流体充填媒体が充填されると、充填構造と
動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流体シー
ルを形成する封止特徴を備えており、それによりシール
の下流側への血液の流れが最小化され、あるいは防止さ
れる。



(2) JP 2011-522615 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動脈瘤を治療するためのシステムであって、
　外壁および内壁を有する少なくとも第１の二重壁充填構造を備え、前記充填構造が、前
記外壁が前記動脈瘤の内側の表面と一致し、かつ、前記内部表面が血液の流れを提供する
ための概ね管状の管腔を形成するよう、硬化性流体充填媒体が充填されるように適合され
、
　前記第１の充填構造が、前記充填構造に前記硬化性流体充填媒体が充填されると、前記
充填構造と前記動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流体シールを形成する封止
特徴を備え、それにより前記シールの下流側への血液の流れが最小化され、あるいは防止
されるシステム。
【請求項２】
　前記シールが前記動脈瘤の頚の中に配置される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記シールが前記動脈瘤の上流側に配置される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記管状管腔が実質的に円形の断面を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の充填構造が、前記硬化性充填媒体が充填されると楕円形の断面を備える、請
求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１の充填構造の縁が一体封止され、かつ、通常の収縮期圧力より高い最大３００
ｍｍの充填圧力に破裂することなく耐えるように適合される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　血栓形成材料をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記血栓形成材料が、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエステル、ｅＰＴＦＥ、
ポリオレフィン、パリレン、ゼラチンおよびシリコーンからなるグループから選択される
、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記血栓形成材料が、縫合糸、フェルト、ベロア、ウィーブ、ニット、ヒドロゲル、フ
ォーム、コイル、シートおよびそれらの組合せのうちの１つへと形成される、請求項７に
記載のシステム。
【請求項１０】
　前記血栓形成材料が前記第１の二重壁充填構造の外部表面に結合される、請求項７に記
載のシステム。
【請求項１１】
　前記血栓形成材料が血栓形成薬剤を備える、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記内壁および外壁がｅＰＴＦＥを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記内壁および外壁が少なくとも部分的にポリウレタンで覆われた、請求項１２に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記第１の充填構造が、メイン・ボディ幅を備えたメイン・ボディを有し、また、前記
封止特徴が、前記メイン・ボディに結合される細い頚領域を備え、前記細い頚領域が、前
記メイン・ボディ幅より狭い幅を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記封止特徴が、前記充填構造の上部部分の上に平らな肩を備える、請求項１に記載の
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システム。
【請求項１６】
　前記細い頚領域の幅が前記メイン・ボディ幅の約２％ないし約２０％である、請求項１
４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記封止特徴が、テーパが施された肩領域を前記充填構造の上部部分の上に備える、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１の充填構造が、上部層幅を有する材料の上部層、および前記上部層幅より広い
下部層幅を有する材料の下部層を備え、前記上部層および下部層が、前記第１の充填構造
に硬化性充填媒体が充填されると、実質的に平らな上部外部表面および弓形下部外部表面
を備えた前記封止特徴が形成されるよう、まとめて固定結合される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１９】
　前記第１の充填構造が、硬化性充填媒体が充填されるとＤ形断面を備える、請求項１８
に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記封止特徴が、テーパが施された領域を前記管状管腔の中に備え、前記テーパが前記
第１の充填構造の上部部分の近傍に配置された、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記テーパが施された領域が、前記第１の充填構造の前記上部部分から前記第１の充填
構造の下部部分まで内側に向かって朝顔形に広がる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第１の充填構造が、材料の上部層および材料の下部層を備え、前記上部層の少なく
とも一部が材料の前記下部層の少なくとも一部に固定結合され、前記封止特徴が、前記シ
ールによって形成された上部充填領域および下部充填領域を備え、２つの上部充填領域お
よび下部充填領域が互いに流体連絡している、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記上部充填領域が前記下部充填領域より小さい体積の充填媒体を保持する、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　材料の前記上部層および下部層が１本の線に沿って封止される、請求項２２に記載のシ
ステム。
【請求項２５】
　前記線が、前記第１の充填構造の外縁から前記管状管腔に向かって内側に延在する、請
求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　外壁および内壁を有する第２の二重壁充填構造をさらに備え、前記第２の充填構造が、
前記外壁が前記動脈瘤の前記内側の表面と一致し、かつ、前記内部表面が血液の流れを提
供するための概ね管状の管腔を形成するよう、硬化性流体充填媒体が充填されるように適
合され、
　前記第２の充填構造が、前記第２の充填構造に前記硬化性流体充填媒体が充填されると
、前記充填構造と前記動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流体シールを形成す
る封止特徴を備え、それにより前記シールの下流側への血液の流れが最小化され、あるい
は防止され、
　第１の二重壁充填構造の前記封止特徴が第１の形状を有する外部表面を備え、また、前
記第２の二重壁充填構造の前記封止特徴が第２の形状を有する外部表面を備え、前記第２
の形状が前記第１の形状と相補をなしている、請求項１に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記第１および第２の形状が相補テーパを備える、請求項２６に記載のシステム。
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【請求項２８】
　前記封止特徴が前記第１の充填構造のフォーム充填領域を備える、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２９】
　前記フォーム充填領域が前記第１の充填構造の残りの部分から離散している、請求項１
に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記離散フォーム充填領域が、前記硬化性充填媒体が充填される領域から流体的に孤立
している、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記封止特徴が、前記硬化性充填媒体が充填される領域と流体連絡しているアームを備
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記封止特徴が、前記第１の二重壁充填構造の縦軸に対して実質的に横方向のスロット
を備え、前記スロットが、少なくとも部分的に前記第１の二重壁充填構造を２つの充填可
能セクションに二分している、請求項１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記封止特徴が、前記第１の二重壁充填構造から外側に向かって放射状に朝顔形に広が
っている翼付き領域を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記翼付き領域が、テーパが施された肩を前記第１の二重壁充填構造の外部表面に備え
る、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記封止特徴が、テーパが施された下部領域を前記管状管腔の中にさらに備え、前記テ
ーパが、前記第１の充填構造の上部部分から下部部分まで外側に向かって放射状に朝顔形
に広がっている、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記封止特徴が、前記管状管腔の周囲に少なくとも部分的に配置される制限エレメント
を備え、前記制限エレメントが、前記管状管腔の半径方向の膨張を所定のサイズまたは形
状に制限するように適合された、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記制限エレメントが、前記管状管腔の周囲に円周状に延在するバンドを備える、請求
項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記封止特徴が、大きい頭部領域および前記第１の充填構造のテーパが施された下部領
域を備え、前記テーパが施された領域が、前記頭部領域からの距離が長くなるにつれて外
側に向かって放射状に朝顔形に広がる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された下部管状カフス領域、および前記第
１の充填構造の翼付き部分を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された上部管状カフス領域をさらに備える
、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造の前記内壁と外壁の間に配置された骨格フレーム
を備え、前記内壁が、前記第１の充填構造に硬化性充填材料が充填されると、内側に向か
って半径方向に膨張する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記第１の充填構造が半径方向に膨張可能な骨組の内側の表面に配置され、前記封止特
徴が、半径方向に内側に向かって膨張し、それにより隣接するエンドグラフトと係合し、
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かつ、前記エンドグラフトに対して封止するように適合された前記内壁の一部を備える、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造の一定の角度が付いた底部縁を備える、請求項３
３に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記第１の充填構造が直線状の頂部縁を備え、前記一定の角度が付いた底部縁が前記頂
部縁に対して鋭角を形成する、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記封止特徴が、前記第１の二重壁充填構造の充填空間とは別の、前記第１の二重壁充
填構造の前記充填空間に流体結合されていない離散充填コンパートメントを備える、請求
項１に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記離散充填コンパートメントが長方形の形をした領域を備える、請求項４５に記載の
システム。
【請求項４７】
　前記充填媒体が前記離散充填コンパートメントを取り囲む、請求項４５に記載のシステ
ム。
【請求項４８】
　前記離散充填コンパートメントおよび前記充填空間にスライド可能に係合させることが
できる細長い可撓充填管をさらに備える、請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造の下部部分の上に配置された肩を備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記第１の充填構造がメイン・ボディ幅を有し、また、前記肩が前記メイン・ボディ幅
より狭い肩幅を有する、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に硬化性充填材料が充填されると、外側に向かっ
て膨張するように適合された、前記第１の充填構造のアンダーカット領域を備える、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合され、前記第１の充填構造から軸方向に延
在している複数のフィラメントを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記フィラメントが血栓形成材料を備える、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記封止特徴が、少なくとも部分的に前記第１の充填構造の上に配置され、かつ、前記
第１の充填構造に結合されたケープを備え、前記ケープが血栓形成材料を備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記封止特徴が、少なくとも部分的に前記第１の充填構造の周囲に配置された環状リン
グを備え、前記リングが血栓形成材料を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された複数のフランジを備える、請求項１
に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記複数のフランジの各々が、隣接するフランジに対して徐々に狭くなる幅を有する、
請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
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　前記複数のフランジの各々が、隣接するフランジに対して徐々に薄くなる厚さを有する
、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された骨格フレームを備える、請求項１に
記載のシステム。
【請求項６０】
　前記骨格フレームが、前記第１の充填構造の前記外壁と共に外側に向かって半径方向に
膨張するように適合された複数の自己膨張支柱を備える、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記骨格フレームがワイヤ様螺旋形フィラメントを備える、請求項５９に記載のシステ
ム。
【請求項６２】
　前記骨格フレームがニチノールを備える、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された上部管状形カフスおよび下部管状形
カフスを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記上部環状形カフスまたは下部環状形カフスのうちの少なくとも１つが補強領域を備
える、請求項６３に記載のシステム。
【請求項６５】
　前記補強領域がワイヤ様フレームを備える、請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記上部カフスおよび前記下部カフスがまとめて複数の支柱に結合される、請求項６３
に記載のシステム。
【請求項６７】
　前記封止特徴が、前記第１の充填構造に結合された一対の充填可能脚を備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項６８】
　前記封止特徴が、第１のコンプライアンスを有する前記第１の充填構造の第１の領域、
および前記第１のコンプライアンスとは異なる第２のコンプライアンスを有する前記第１
の充填構造の第２の領域を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項６９】
　前記封止特徴が、第１のエンボス領域を前記第１の充填構造の上に備え、また、第２の
非エンボス領域を前記第１の充填構造の上に備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記二重壁充填構造を支えるために前記管状管腔内に配置することができる膨張可能管
状サポートを有するデリバリー・カテーテルをさらに備える、請求項１に記載のシステム
。
【請求項７１】
　前記管状サポートがバルーンを備える、請求項７０に記載のシステム。
【請求項７２】
　しぼんだ構成から膨張した構成に半径方向に膨張することができる骨組をさらに備える
、請求項１に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記充填構造と流体結合している充填ポートをさらに備え、前記充填ポートが、前記硬
化性充填媒体を受け取るように適合され、また、前記硬化性充填媒体の漏れを防止するた
めのシールを提供するように適合された、請求項１に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記充填ポートがエラストマ・プラグを備える、請求項７３に記載のシステム。
【請求項７５】
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　前記内壁または外壁が、第１の材料の第１の層および前記第１の材料とは異なる第２の
材料の第２の層を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７６】
　前記充填構造に前記硬化性充填媒体が充填されると、前記充填構造の前記内部管腔の中
に実質的に含まれる充填ポートをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７７】
　動脈瘤を治療するためのシステムであって、
　外壁および内壁を有する少なくとも第１の二重壁充填構造であって、前記外壁が前記動
脈瘤の内側の表面と一致し、かつ、前記内部表面が血液の流れを提供するための概ね管状
の管腔を形成するよう、硬化性流体充填媒体が充填されるように適合された少なくとも第
１の二重壁充填構造と、
　前記充填構造に前記硬化性流体充填媒体が充填されると、前記充填構造の前記概ね管状
の管腔の中に実質的に含まれる充填ポートと
　を備えるシステム。
【請求項７８】
　前記第１の充填構造が、前記充填構造に前記硬化性流体充填媒体が充填されると、前記
充填構造と前記動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流体シールを形成する封止
特徴を備え、それにより前記シールの下流側への血液の流れが減少し、あるいは防止され
る、請求項７７に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記封止特徴が、テーパが施された肩領域を前記充填構造の少なくとも一方の末端の上
に備える、請求項７８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記充填ポートが前記充填構造の前記管状管腔の中に実質的に含まれる、請求項７９に
記載のシステム。
【請求項８１】
　前記外壁が前記充填構造に嵌入され、それにより、前記充填構造に前記硬化性流体充填
媒体が充填されると、前記充填構造の一方の末端の上に凸状外部表面が形成される、請求
項７７に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記凸状外部表面が内側に向かって半径方向にテーパが施され、前記管状管腔と併合す
る、請求項８１に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記外壁が前記充填構造に嵌入され、それにより、前記充填構造に前記硬化性流体充填
媒体が充填されると、前記充填構造の前記第１の末端の反対側の第２の末端の上に第２の
凸状外部表面が形成される、請求項８１に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記第２の凸状外部表面が内側に向かって半径方向にテーパが施され、前記管状管腔と
併合する、請求項８３に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記概ね管状の管腔の第１の末端が、外側に向かって放射状に朝顔の形に広がっている
、嵌入されるテーパ部分を備える、請求項７７に記載のシステム。
【請求項８６】
　前記概ね管状の管腔の前記第１の末端の反対側の第２の末端が、外側に向かって放射状
に朝顔の形に広がっている、嵌入されるテーパ部分を備える、請求項８５に記載のシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、治療のための医療システムおよび方法に関する。より詳細には、本



(8) JP 2011-522615 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

発明は、動脈瘤を治療するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　動脈瘤は、破裂しがちであることがしばしばであり、また、そのために患者に重大な危
険を呈する血管の拡大、すなわち血管の「外側の膨らみ」である。動脈瘤は、あらゆる血
管に生じる可能性があるが、大脳血管系あるいは患者の大動脈に生じると、それはとりわ
け危険である。
【０００３】
　本発明は、詳細には、大動脈に生じる動脈瘤、詳細には大動脈動脈瘤と呼ばれている動
脈瘤に関する。腹部大動脈動脈瘤（ＡＡＡ）は、大動脈内におけるそれらの部位、ならび
にそれらの形状および複雑性に基づいて分類されている。腎臓動脈の下方に出現する動脈
瘤は、下部腎臓腹部大動脈動脈瘤と呼ばれている。副腎腹部大動脈動脈瘤は腎臓動脈の上
方に生じ、一方、胸部大動脈動脈瘤（ＴＡＡ）は、上部大動脈の上行、横行または下行部
分に生じる。
【０００４】
　下部腎臓動脈瘤は最も一般的であり、あらゆる大動脈動脈瘤の約８０パーセント（８０
％）がこの下部腎臓動脈瘤である。副腎動脈瘤はそれほど一般的ではなく、大動脈動脈瘤
の約２０％である。胸部大動脈動脈瘤は、最も一般的ではなく、また、しばしば治療が最
も困難である。
【０００５】
　動脈瘤の最も一般的な形態は、大動脈の円周の周囲全体に拡大が延在する「紡錘状」形
態である。それほど一般的ではないが、動脈瘤は、細い頚に取り付けられた血管の一方の
側の外側の膨らみによって特性化することができる。胸部大動脈動脈瘤は、通常は内側の
層中の大動脈壁の出血性剥離によって生じる解剖動脈瘤であることがしばしばである。こ
れらのタイプおよび形態の動脈瘤の各々に対する最も一般的な治療は、開放外科手術修復
である。開放外科手術修復は、他の点では適度に健康であり、重大な共罹患率の心配のな
い患者に対して大きな成果を上げている。しかしながら、腹部および胸部大動脈にアクセ
スすることは困難であり、また、大動脈をクランプ・オフしなければならず、患者の心臓
に大きな負担をかけることになるため、このような開放外科手術手順は、場合によっては
問題である。
【０００６】
　過去十年間の間に、腔内グラフトは、開放外科手術手順を施すことができない患者の大
動脈動脈瘤の治療に広く使用されるようになった。通常、腔内修復は、鼠径部のいずれか
一方または両方の腸骨動脈を介して「腔内的」に動脈瘤にアクセスされる。次に、典型的
には、様々なステント構造によって支持され、かつ、取り付けられた織物管あるいは膜管
であるグラフトが移植されるが、これには、典型的にはイン・サイチューでアセンブルさ
れるいくつかのピースまたはモジュールが必要である。成功している腔内手順によれば、
回復期間が開放外科手術手順よりはるかに短くなる。
【０００７】
　しかしながら、現在の腔内大動脈動脈瘤修復には多くの限界がある。例えば、非常に多
くの腔内修復患者が、最初の修復手順から２年以内に、近位接合点（心臓に最も近い取付
け点）からの漏れに遭遇している。このような漏れは、別の腔内手順によって固定するこ
とができることがしばしばであるが、このようなフォローアップ治療を施さなければなら
ない必要性は、費用を著しく高くし、また、患者にとっては間違いなく望ましくないこと
である。それほど一般的ではないが、より深刻な問題は、グラフトの移動である。グラフ
トが移動し、あるいは意図した位置からずれると、開放外科手術修復が必要である。これ
は、腔内グラフトを受け取る患者は、良好な外科手術候補者とは見なされない患者である
ことがしばしばであるため、とりわけ問題である。
【０００８】
　現在の腔内グラフト・システムの他の欠点は、配置および構成の両方に関連している。
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例えば、商用的に入手することができる多くの脳血管内システムは、経皮的導入のために
は大きすぎる（１２Ｆを超える）。さらに、現在のデバイスは、硬くて、引渡しが困難で
あり、また、幾何形状的に複雑な多くの動脈瘤、詳細には、腎臓動脈と動脈瘤の上端との
間に空間がほとんど存在しない、短頚または無頚動脈瘤と呼ばれている下部腎臓動脈瘤の
治療には適していない環状支持フレームを有していることがしばしばである。また、拷問
的な幾何構造を有する動脈瘤も治療が困難である。
【０００９】
　上で言及した課題のいくつかを克服するために、例えば２００６年４月２８日に出願し
た、参照によりその内容全体が本明細書に組み込まれている米国特許出願第１１／４１３
４６０号（弁理士事件整理番号第０２５９２５－００１６１０ＵＳ号）の場合のように、
骨組構造および充填構造を有するエンドグラフト・システムの使用が提案されている。こ
れらのシステムには、動脈瘤嚢の封止および充填を補助し、その一方で血液に動脈瘤を横
断させるための管腔を生成する充填構造が利用されている。共有同時係属出願の主題であ
る充填構造を開示しているいくつかの参考文献が以下に記述されている。これらのシステ
ムは、充填構造の支持を補助し、それにより血液の流れのための管腔をさらに画定するス
テント様骨組を含むことも可能である。充填構造には、充填構造に硬化性充填材料を充填
する前に、場合によっては充填構造の展開を補助するための予備充填ステップが必要であ
り、また、血液の流れのための適切な管腔の形成を保証するために、充填中および硬化中
におけるエンドグラフトの支持を補助するための膨張可能バルーンがしばしば使用される
。充填材料は、硬化するのに場合によっては若干の時間が必要であるため、膨張したバル
ーンが望ましくない時間にわたって流れを遮ることがある。また、充填構造に充填材料を
充填し、かつ、硬化させた後であっても、動脈瘤嚢が完全に封止されず、依然として血液
が嚢に流入することがある。これらの理由により、動脈瘤嚢とエンドグラフトの間により
良好な封止を形成する代替装置および方法が提供されることが望ましい。また、動脈瘤の
解剖学的構造への充填構造の膨張および解剖学的構造との一致を補助する装置および方法
が提供されることが望ましい。さらに、封止装置および方法のためには、同じく、個別の
展開ステップの必要性が最小化されるかあるいは除去されることが望ましく、また、充填
中および硬化中、血液の流れを遮断する可能性のある膨張したバルーンを使用して支持す
る必要性が最小化されることが望ましい。また、引渡しおよび経皮的導入を容易にし、か
つ、腸骨動脈などの拷問的血管を通るデバイスの進行を可能にする柔軟性を持たせるため
には、代替装置は、低プロファイルを有していることが望ましい。さらに、このようなデ
バイスは、異なる様々な血管および動脈瘤の様々な解剖学的構造に適応することができる
ことが望ましい。これらの目的の少なくともいくつかは、以下で説明する本発明によって
達成される。
【００１０】
　（バックグラウンド）
　米国特許公開第２００６／００２５８５３号に、大動脈動脈瘤および他の動脈瘤を治療
するための二重壁充填構造が記述されている。同時係属米国特許公開第２００６／０２１
２１１２号に、このような二重壁充填構造を大動脈内に固定し、かつ、封止するためのラ
イナおよびエクステンダの使用が記述されている。これらの２つの公開のすべての開示は
、参照により本明細書に組み込まれている。ＰＣＴ公開第ＷＯ０１／２１１０８号に、中
央グラフトに取り付けられた、大動脈動脈瘤を充填するための膨張可能インプラントが記
述されている。同じく米国特許第５３３０５２８号、第５５３４０２４号、第５８４３１
６０号、第６１６８５９２号、第６１９０４０２号、第６３１２４６２号、第６３１２４
６３号、米国特許公開２００２／００４５８４８、２００３／００１４０７５、２００４
／０２０４７５５、２００５／０００４６６０、およびＰＣＴ公開第ＷＯ０２／１０２２
８２号を参照されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】米国特許公開第２００６／００２５８５３号
【特許文献２】米国特許公開第２００６／０２１２１１２号
【特許文献３】ＰＣＴ公開第ＷＯ０１／２１１０８号
【特許文献４】米国特許第５３３０５２８号、
【特許文献５】米国特許第５５３４０２４号、
【特許文献６】米国特許第５８４３１６０号、
【特許文献７】米国特許第６１６８５９２号、
【特許文献８】米国特許第６１９０４０２号、
【特許文献９】米国特許第６３１２４６２号、
【特許文献１０】米国特許第６３１２４６３号、
【特許文献１１】米国特許公開２００２／００４５８４８、
【特許文献１２】米国特許公開第２００３／００１４０７５、
【特許文献１３】米国特許公開第２００４／０２０４７５５、
【特許文献１４】米国特許公開第２００５／０００４６６０、
【特許文献１５】ＰＣＴ公開第ＷＯ０２／１０２２８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明によれば、動脈瘤、詳細には腹部大動脈動脈瘤（ＡＡＡ）および胸部大動脈動脈
瘤（ＴＡＡ）の両方を含む大動脈動脈瘤を治療するための装置および方法が提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の態様では、動脈瘤を治療するためのシステムは、外壁および内壁を有す
る少なくとも第１の二重壁充填構造を備えており、充填構造は、外壁が動脈瘤の内側の表
面と一致し、かつ、内部表面が血液の流れを提供するための概ね管状の管腔を形成するよ
う、硬化性流体充填媒体が充填されるように適合されている。第１の充填構造は、充填構
造に硬化性流体充填媒体が充填されると、充填構造と動脈瘤または隣接するエンドグラフ
トとの間に流体シールを形成する封止特徴を備えている。これにより、シールの下流側へ
の血液の流れが最小化され、あるいは防止される。
【００１４】
　充填構造の壁はｅＰＴＦＥを備えることができ、また、シールは、動脈瘤の上流側、例
えば動脈瘤頚の中に配置することができる。場合によっては充填構造の壁にポリウレタン
などの他の重合体をコーティングすることも可能である。充填構造に硬化性充填媒体が充
填されると、管状管腔は実質的に円形の断面を有することができ、また、第１の充填構造
は楕円形の断面を備えることができる。第１の充填構造の縁は、充填構造が患者の通常の
収縮期血圧より高い最大３００ｍｍＨｇの充填圧力に破裂することなく耐えることができ
るよう、一体封止することができる。また、いくつかのシステムは、ポリウレタン、ポリ
カーボネート、ポリエステル、ｅＰＴＦＥ、ポリオレフィン、パリレン、ゼラチンおよび
シリコーンなどの血栓形成材料を備えることも可能である。血栓形成材料は、第１の充填
構造の外部表面に結合することができ、また、血栓形成材料は、縫合糸、フェルト、ベロ
ア、ウィーブ、ニット、ヒドロゲル、フォーム、コイル、シートおよびそれらの組合せの
うちの１つに形成することができる。また、血栓形成材料は、血栓形成薬剤を備えること
も可能である。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、第１の充填構造は、メイン・ボディ幅を有するメイン・ボデ
ィを含むことができ、また、封止特徴は、メイン・ボディに結合される細い頚領域を備え
ることができる。細い頚領域は、メイン・ボディ幅より狭い幅を有することができる。細
い頚領域の幅は、メイン・ボディ幅の約２％ないし約２０％にすることができる。封止特
徴は、場合によっては、充填構造の上部部分の上に平らな肩を含むことができる。他の実
施形態は、テーパが施された肩領域を充填構造の上部部分の上に含んだ封止特徴を有する
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ことができる。
【００１６】
　さらに、他の実施形態では、第１の充填構造は、上部層幅を有する材料の上部層、およ
び上部層幅より広い下部層幅を有する材料の下部層を備えることができる。上部層および
下部層は、第１の充填構造に硬化性充填媒体が充填されると、実質的に平らな上部外部表
面および弓形下部外部表面を備えた封止特徴が形成されるよう、まとめて固定結合される
。第１の充填構造は、硬化性充填媒体が充填されるとＤ形断面を備えることができる。
【００１７】
　封止特徴は、テーパが施された領域を管状管腔の中に備えることができ、テーパは、第
１の充填構造の上部部分の近傍に配置されている。テーパが施された領域は、第１の充填
構造の上部部分から第１の充填構造の下部部分まで内側に向かって朝顔形にすることがで
きる。他の実施形態では、第１の充填構造は、材料の上部層および材料の下部層を備える
ことができ、上部層の少なくとも一部は、封止特徴を形成している材料の下部層の少なく
とも一部に固定結合されている。この場合、封止特徴は、シールによって形成された上部
充填領域および下部充填領域を備えており、これらの２つの充填領域は互いに流体連絡し
ている。上部充填領域は、下部充填領域より小さい体積の充填媒体を保持することができ
、また、シールは、１本の線に沿って形成することができる。この線は、第１の充填構造
の外縁から管状管腔に向かって内側に延在させることができる。
【００１８】
　他の実施形態では、システムは、さらに、外壁および内壁を有する第２の二重壁充填構
造を備えることができ、第２の充填構造は、外壁が動脈瘤の内側の表面と一致し、かつ、
内部表面が血液の流れを提供するための概ね管状の管腔を形成するよう、硬化性流体充填
媒体が充填されるように適合されている。第２の充填構造は、第２の充填構造に硬化性流
体充填媒体が充填されると、充填構造と動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流
体シールを形成する封止特徴を備えている。これにより、シールの下流側への血液の流れ
が最小化され、あるいは防止される。第１の二重壁充填構造の封止特徴は、第１の形状を
有する外部表面を備えることができ、また、第２の二重壁充填構造の封止特徴は、第２の
形状を有する外部表面を備えることができる。第１および第２の形状は、互いに相補にす
ることができる。いくつかの実施形態では、第１および第２の形状は、相補テーパを備え
ている。
【００１９】
　さらに他の実施形態では、封止特徴は、第１の充填構造のフォーム充填領域を備えるこ
とができ、このフォーム充填領域は、第１の充填構造の残りの部分から離散していてもよ
い。離散フォーム充填領域は、硬化性充填媒体が充填される領域から流体的に孤立してい
てもよい。他の実施形態では、封止特徴は、硬化性充填媒体が充填される領域と流体連絡
しているアームを備えることができる。別法としては、封止特徴は、第１の二重壁充填構
造の縦軸に対して実質的に横方向のスロットを備えることができる。このスロットは、少
なくとも部分的に第１の二重壁充填構造を２つの充填可能セクションに二分することがで
きる。フォームは、フォーム充填領域に望ましいコンプライアンスを提供する、ゲル、縫
合糸材料、等々などの他の任意の材料に置き換えることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態は、第１の二重壁充填構造から外側に向かって放射状に朝顔形に広
がっている翼付き領域を備えた封止特徴を有することができる。翼付き領域は、テーパが
施された肩を第１の二重壁充填構造の外部表面に備えることができる。封止特徴は、さら
に、テーパが施された下部領域を管状管腔の中に備えることができ、テーパが施された下
部領域は、第１の充填構造の上部部分から下部部分まで外側に向かって放射状に朝顔形に
広がっている。また、封止特徴は、場合によっては、管状管腔の周囲に少なくとも部分的
に配置される制限エレメントを備えることも可能である。制限エレメントは、管状管腔の
半径方向の膨張を所定のサイズまたは形状に制限するように適合させることができる。制
限エレメントは、場合によっては、管状管腔の周囲に円周状に延在しているバンドを備え
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ている。
【００２１】
　封止特徴は、第１の充填構造の上に、大きい頭部領域およびテーパが施された下部領域
を備えることができる。テーパが施された領域は、頭部領域からの距離が長くなるにつれ
て外側に向かって放射状に朝顔形に広がっている。封止特徴は、第１の充填構造に結合さ
れた下部管状カフス領域、および第１の充填構造上の翼付き部分を備えることができる。
また、封止特徴は、第１の充填構造に結合された上部管状カフス領域を含むことも可能で
ある。封止特徴には、場合によっては、第１の充填構造の内壁と外壁の間に配置された骨
格フレームが含まれており、内壁は、第１の充填構造に硬化性充填材料が充填されると、
内側に向かって半径方向に膨張する。別法としては、半径方向に膨張可能な骨組の内側の
表面に第１の充填構造を配置することも可能であり、また、封止特徴は、半径方向に内側
に向かって膨張し、それにより隣接するエンドグラフトと係合し、かつ、該エンドグラフ
トに対して封止するように適合された内壁の一部を備えることができる。
【００２２】
　封止特徴は、一定の角度が付いた底部縁を第１の充填構造の上に備えることができる。
いくつかの実施形態では、充填構造は、直線状の頂部縁を備えることができ、一定の角度
が付いた底部縁は、頂部縁に対して鋭角を形成している。他の実施形態では、封止特徴は
、第１の二重壁充填構造の充填空間とは別の、該第１の二重壁充填構造の充填空間に流体
結合されていない離散充填コンパートメントを備えている。離散充填コンパートメントは
、長方形の形をした領域を有することができ、また、硬化性充填媒体は、この離散充填コ
ンパートメントを取り囲むことができる。細長い可撓充填管をこの離散充填コンパートメ
ントおよび充填空間にスライド可能に係合させることができる。
【００２３】
　他の実施形態では、封止特徴は、第１の充填構造の下部部分の上に配置された肩を備え
ることができる。第１の充填構造は、メイン・ボディ幅を有することができ、また、肩は
、メイン・ボディ幅より狭い肩幅を有することができる。封止特徴は、第１の充填構造の
中に、第１の充填構造に硬化性充填材料が充填されると、外側に向かって膨張するように
適合されたアンダーカット領域を備えることができる。
【００２４】
　封止特徴は、第１の充填構造に結合され、該第１の充填構造から軸方向に延在している
複数のフィラメントを含むことができる。これらのフィラメントは血栓形成材料を含むこ
とができる。血栓形成材料は、少なくとも部分的に第１の充填構造の上に配置され、かつ
、第１の充填構造に結合されたケープであってもよい。また、封止特徴は、少なくとも部
分的に第１の充填構造の周囲に配置された血栓形成環状リングであってもよい。他の封止
特徴は、第１の充填構造に結合された複数のフランジを含むことができる。フランジは、
隣接するフランジに対して徐々に狭くなる幅を有することができる。また、フランジは、
隣接するフランジに対して徐々に薄くなる厚さを有することができる。
【００２５】
　さらに他の実施形態では、封止特徴は、第１の充填構造に結合された骨格フレームを備
えることができる。骨格フレームは、第１の充填構造の外壁と共に外側に向かって半径方
向に膨張するように適合された複数の自己膨張支柱を備えることができる。骨格フレーム
は、ニチノールなどの材料でできたワイヤ様螺旋形フィラメントを備えることができる。
【００２６】
　また、封止特徴は、第１の充填構造に結合された上部管状形カフスおよび下部管状形カ
フスを備えることも可能である。上部カフスまたは下部カフスのうちの少なくとも１つは
補強領域を備えることができる。補強領域はワイヤ様フレームを備えることができ、また
、場合によっては上部補強カフスおよび下部補強カフスをまとめて複数の支柱に結合する
ことができる。
【００２７】
　さらに他の実施形態では、封止特徴は、第１の充填構造に結合された一対の充填可能脚
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を備えることができる。封止特徴は、第１のコンプライアンスを有する第１の充填構造の
第１の領域、および第１のコンプライアンスとは異なる第２のコンプライアンスを有する
第１の充填構造の第２の領域を備えることができる。これらの領域のうちの一方をエンボ
スし、また、もう一方の領域を非エンボス状態に維持することができる。
【００２８】
　システムは、さらに、二重壁充填構造を支えるために管状管腔内に配置することができ
る、バルーンなどの膨張可能管状サポートを有するデリバリー・カテーテルを備えること
ができる。また、システムは、しぼんだ構成から膨張した構成に半径方向に膨張すること
ができる骨組を備えることも可能である。また、充填構造と流体結合している充填ポート
をシステムに含めることも可能である。充填ポートはエラストマ・プラグであってもよく
、また、硬化性充填媒体を受け取り、かつ、硬化性充填媒体の漏れを防止するためのシー
ルを提供するように適合させることができる。充填ポートは、充填構造に硬化性充填媒体
が充填されると、充填構造の内部管腔の中に実質的に含まれることが可能である。
【００２９】
　本発明の他の実施形態では、動脈瘤を治療するためのシステムは、外壁および内壁を有
する少なくとも第１の二重壁充填構造を備えている。充填構造は、外壁が動脈瘤の内側の
表面と一致し、かつ、内部表面が血液の流れを提供するための概ね管状の管腔を形成する
よう、硬化性流体充填媒体が充填されるように適合されている。また、システムには、充
填構造に硬化性流体充填媒体が充填されると、充填構造の概ね環状の管腔の中に実質的に
含まれる充填ポートが含まれている。概ね管状の管腔の第１の末端は、外側に向かって放
射状に朝顔の形に広がっている、嵌入するようにテーパが施された部分を備えることがで
きる。管状管腔の第２の末端は、外側に向かって放射状に朝顔の形に広がっている、嵌入
するようにテーパが施された部分を備えることができる。第２の末端は第１の末端の反対
側であってもよい。第１の充填構造は、充填構造に硬化性流体充填媒体が充填されると、
充填構造と動脈瘤または隣接するエンドグラフトとの間に流体シールを形成する封止特徴
を備えることができる。これにより、シールの下流側への血液の流れが減少し、あるいは
防止される。封止特徴は、テーパが施された肩領域を充填構造の少なくとも一方の末端の
上に備えることができる。充填構造の外壁は充填構造に嵌入させることができ、それによ
り充填構造に硬化性流体充填媒体が充填されると、充填構造の一方の末端の上に凸状外部
表面が形成される。凸状外部表面は、充填構造の第１の末端とは反対側の第２の末端の上
にも同様に形成することができる。管状管腔と併合するよう、どちらか一方の凸状外部表
面に、内側に向かって半径方向にテーパを施すことができる。
【００３０】
　これらおよび他の実施形態について、添付の図面に関連する以下の説明の中でさらに詳
細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】下部腎臓腹部大動脈動脈瘤の解剖学的構造を示す図である。
【図２】デリバリー・カテーテルの上に取り付けられた充填構造を備えた単一の人工器官
システムを示す図である。
【図３】動脈瘤に引き渡すための一対の人工器官であって、デリバリー・カテーテルの上
に取り付けられた充填構造を個々に備えた人工器官を示す図である。
【図４Ａ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
【図４Ｂ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
【図４Ｃ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
【図４Ｄ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
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【図４Ｅ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
【図４Ｆ】大動脈動脈瘤を治療するための図３の人工器官システムの充填構造の使用を示
す図である。
【図４Ｇ】図４Ａ～４Ｆの人工器官の２つの充填構造の隣接する管状管腔中への骨組の配
置を示す図である。
【図４Ｈ】図４Ａ～４Ｆの人工器官の２つの充填構造の隣接する管状管腔中への骨組の配
置を示す図である。
【図４Ｈ－１】図４Ｈの線４Ｈ１－４Ｈ１または４Ｈ２－４Ｈ２に沿って取った横断面図
である。
【図４Ｈ－２】図４Ｈの線４Ｈ１－４Ｈ１または４Ｈ２－４Ｈ２に沿って取った横断面図
である。
【図５Ａ】二重壁充填構造の一実施形態を示す図である。
【図５Ｂ】二重壁充填構造の一実施形態を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ａ～５Ｂの充填構造を製造するための一例示的方法を示す図である。
【図５Ｄ】図５Ａ～５Ｂの充填構造を製造するための一例示的方法を示す図である。
【図５Ｅ】図５Ａ～５Ｂの充填構造を製造するための一例示的方法を示す図である。
【図５Ｆ】充填ポートを示す図である。
【図６Ａ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図７Ａ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図７Ｂ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図８Ａ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図８Ｂ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図９Ａ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図９Ｂ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１０Ａ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１０Ｂ】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１１】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１２】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１３】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１４】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１５】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１６】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１７】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１８】二重壁充填構造の代替実施形態を示す図である。
【図１９Ａ】異なるコンプライアンスの領域を備えた充填構造を示す図である。
【図１９Ｂ】異なるコンプライアンスの領域を備えた充填構造を示す図である。
【図２０】異なるコンプライアンスの領域を備えた充填構造を示す図である。
【図２１】動脈瘤を治療するための３つのエンドグラフトを有するシステムを示す図であ
る。
【図２２】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々な
実施形態を示す図である。
【図２３】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々な
実施形態を示す図である。
【図２４Ａ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２４Ｂ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２４Ｃ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
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な実施形態を示す図である。
【図２５Ａ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２５Ｂ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２５Ｃ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２６Ａ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２６Ｂ】図２１のエンドグラフト・システムに使用することができる充填構造の様々
な実施形態を示す図である。
【図２７】シールの生成を補助するために使用される様々な血栓形成特徴を示す図である
。
【図２８】シールの生成を補助するために使用される様々な血栓形成特徴を示す図である
。
【図２９】シールの生成を補助するために使用される様々な血栓形成特徴を示す図である
。
【図３０Ａ】充填構造に結合された弾性フレームのいくつかの実施形態を示す図である。
【図３０Ｂ】充填構造に結合された弾性フレームのいくつかの実施形態を示す図である。
【図３０Ｃ】充填構造に結合された弾性フレームのいくつかの実施形態を示す図である。
【図３１Ａ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３１Ｂ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３１Ｃ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３２Ａ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３２Ｂ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３２Ｃ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３２Ｄ】充填構造の上に使用することができる様々な補強領域およびパターンを示す
図である。
【図３３Ａ】充填構造の他の実施形態を示す図である。
【図３３Ｂ】充填構造の他の実施形態を示す図である。
【図３４Ａ】一体に積み重ねられた多重充填構造の使用を示す図である。
【図３４Ｂ】一体に積み重ねられた多重充填構造の使用を示す図である。
【図３４Ｃ】一体に積み重ねられた多重充填構造の使用を示す図である。
【図３４Ｄ】一体に積み重ねられた多重充填構造の使用を示す図である。
【図３５Ａ】二重壁充填構造の一代替実施形態を示す図である。
【図３５Ｂ】二重壁充填構造の一代替実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１を参照すると、下部腎臓腹部大動脈動脈瘤の解剖学的構造は、腸骨動脈（ＩＡ）の
上方のその遠位端に腎臓動脈（ＲＡ）を有する胸部大動脈（ＴＡ）を備えている。腹部大
動脈動脈瘤（ＡＡＡ）は、通常、腎臓動脈（ＲＡ）と腸骨動脈（ＩＡ）の間に形成され、
その内部表面（Ｓ）の一部の上に壁在性血栓（Ｔ）の領域を有することができる。
【００３３】
　図２は、デリバリー・カテーテルの上に取り付けられた充填構造を備えた単一のエンド
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グラフト・システムを示したものである。本発明の原理に従って構築された、二重壁充填
構造１２を動脈瘤に引き渡すためのシステム１０には、充填構造、および一般的には膨張
可能バルーンである膨張可能エレメント１６をその遠位端に有するデリバリー・カテーテ
ル１４が含まれている。カテーテル１４は、ガイドワイヤ管腔１８、バルーン膨張管腔（
図示せず）または他の膨張可能コンポーネントを膨張させるための他の構造、および充填
媒体または材料を二重壁充填構造１２の内部空間２２に引き渡すための充填管２０を備え
ることができる。内部空間２２は、充填構造の外壁２４と内壁２６の間に画定されている
。充填材料または媒体が膨張すると、破線で示されているように外壁が外側に向かって半
径方向に膨張し、同じく破線で示されているように内壁２６も外側に向かって半径方向に
膨張する。内壁２６の膨張によって内部管腔２８が画定される。膨張可能バルーンまたは
他の構造１６は、同じく図１に破線で示されているように、管腔２８の内部表面を支持す
るために膨張させることができる。参照によりその内容全体が本明細書に組み込まれてい
る米国特許出願第１１／４１３４６０号（代理人整理番号第０２５９２５－００１６１０
ＵＳ号）に開示されているように、図１に示されているような単一のエンドグラフト・シ
ステムを使用して動脈瘤を治療することができる。
【００３４】
　好ましい実施形態では、図３に示されているシステムのように２つのエンドグラフトを
備えたシステムを使用して動脈瘤を治療することができる。このような一対の充填構造を
備えたシステムには、第１の充填構造１１２および第２の充填構造２１２が含まれている
。充填構造１１２および２１２の各々は、それぞれデリバリー・カテーテル１１４および
２１４の上に取り付けられている。充填構造１１２および２１２ならびにデリバリー・カ
テーテル１１４および２１４のコンポーネントは、図２の単一の充填構造システム１０に
関連して上で説明したコンポーネントと概ね同じである。充填システム１１２および２１
２の各々の対応する部品は、１００のベース番号または２００のベース番号のいずれかを
使用して全く同じ番号で示されている。一方の充填構造１１２および２１２と図２の充填
構造１２の間の主な相違は、充填構造の対が一般に非対称の構成を有していることであり
、これは、以下でより詳細に説明するように、動脈瘤空間内に互いに隣接して配置され、
その空間に共同して充填されることを意味している。
【００３５】
　図３に示されている充填構造１１２および２１２の対を使用して下部腎臓腹部大動脈動
脈瘤を治療する場合、最初に、図４Ａに示されているように、一対のガイドワイヤ（ＧＷ
）が腸骨動脈（ＩＡ）の各々からそれぞれ１本ずつ導入される。次に、図４Ｂに示されて
いるように、これらのガイドワイヤのうちの１本の上に第１のデリバリー・カテーテル１
１４が配置され、大動脈動脈瘤（ＡＡＡ）の両端間に二重壁充填構造１１２が配置される
。次に、図４Ｃに示されているように、もう一方のガイドワイヤ（ＧＷ）の上に第２のデ
リバリー・カテーテル２１４が引き渡され、第２の充填構造２１２が動脈瘤（ＡＡＡ）内
の第１の構造１１２に隣接して配置される。通常、図４Ｄに示されているように、充填構
造のうちの一方およびそれに関連するバルーンが最初に膨張し、引き続いても一方の充填
構造およびバルーンが膨張することになるが、図４Ｄでは、図に示されているように充填
構造１１２およびバルーン１１６が膨張して動脈瘤の体積のほぼ半分を充填している。充
填は、通常、当然のことではあるが、充填構造１１２を膨張させて動脈瘤の体積のほぼ半
分のみを占有する点を除き、参照により既に本明細書に組み込まれている米国特許出願第
１１／４１３４６０号（弁理士事件整理番号第０２５９２５－００１６１０ＵＳ号）にお
ける１つの充填構造の場合と同様に実行することができる。第１の充填構造１１２が充填
されると、図４Ｅに示されているように第２の充填構造２１２を充填することができる。
他のプロトコルでは、２つの充填構造を同時に充填することができる。バルーン１１６お
よび２１６の上端は、大動脈の壁ならびに互いに対する充填構造の管状管腔と一致し、一
方、バルーン１１６および２１６の下端は、個々の腸骨（ＩＡ）中への管状管腔と一致す
ることになる。
【００３６】
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　図４Ｅに示されているように充填構造１１２および２１２が充填されると、充填材料ま
たは媒体を固めるか、さもなければ硬化させることができ、また、デリバリー・カテーテ
ル１１４および２１４をそれぞれ除去することができる。次に、硬化した充填構造によっ
て、図４Ｆに破線で示されているように腎臓動脈の下方の大動脈から左右の腸骨動脈まで
開いている一対の管状管腔が提供される。図４Ｆに示されているように、動脈瘤の内部表
面（Ｓ）と一致する充填構造１１２および２１２の能力は、動脈瘤内における構造の不動
性の維持を補助しており、したがって構造が移動することはほとんどないか、あるいは全
くない。充填構造１１２および１１４の不動化は、参照により既に本明細書に組み込まれ
ている米国特許出願第１１／４１３４６０号（弁理士事件整理番号第０２５９２５－００
１６１０ＵＳ号）に記載されている表面特徴のうちの任意の表面特徴を提供することによ
ってさらに強化することができる。
【００３７】
　単一の充填構造実施形態の場合と同様、二重充填構造実施形態も、管状血液流管腔の各
々の中に配置される少なくとも１つの個別の骨組を含む。これらの骨組は、通常、ステン
ト様またはグラフト様の血管構造にされ、また、バルーンまたは他の膨張カテーテルを使
用して（展性のある骨組あるいはバルーン膨張可能骨組の場合）、あるいは拘束シースを
使用して（自己膨張骨組の場合）管状管腔内に配置される。
【００３８】
　とりわけ図４Ｇを参照すると、第１の骨組２５０は、第１の充填構造１１２の管状管腔
の中に配置することができ、一方、第２の骨組２５２は、第２の充填構造２１２の管状管
腔の中に配置することができる。図に示されているように、これらの骨組は、充填構造の
下端で腸骨動脈ＩＡ中に延在しているステント様構造である。また、骨組２５０、２５２
は、充填構造１１２、２１２と同時に配置することも可能である。
【００３９】
　次に図４Ｈを参照すると、第１および第２の骨組２５４および２５６は、第１および第
２の充填構造１１２および２１２の大動脈側を上に向かって延在することができる。個別
のステントまたは他の骨組構造を胸部大動脈ＴＡ中に延在させる場合、通常、それらが接
触平面または接触領域に沿って互いに一致するようにそれらを膨張させることが望ましい
。例えば、図４Ｈ－１に示されているように、骨組２５４および２５６の上端は、膨張す
るとＤ形断面を有するように優先的に形成することができる。したがって平らな面２５８
および２６０が互いに係合し、ステントの残りの部分が大動脈の内壁と一致することにな
る。この方法によれば大動脈の断面積の大部分がステントで覆われるため、充填構造を通
る血液の流れが改善される。別法としては、図４Ｈ－２に示されているように、骨組２５
４および２５６の上部領域を切断するか、さもなければ修正して、開いたＣ形断面を形成
することも可能である。このような場合、Ｃ形領域が互いに係合して大動脈の内壁の周り
に連続したリング構造が形成されるように、膨張した骨組を配置することができる。開い
たＣ形領域は、充填構造１１２および２１２の管状管腔に入る骨組として管状領域に移行
することになる。これらの実施形態のいずれの場合も、膜材料またはグラフト材料で部分
的に、あるいは完全に骨組２５４および２５６を覆うことができ、また、このような覆い
は、隣接する血管の中に延在する骨組の部分の上に部分的に、あるいは全面的に延在する
ことができる。
【００４０】
　上で説明したプロトコルの様々な修正は本発明の範囲内である。例えば、図に示されて
いる骨組は、１つまたは複数の充填構造が配置された後に引き渡されているが、充填構造
の配置と同時に、あるいは充填構造の配置に先立って骨組を引き渡すことも可能である。
さらに、充填構造を引き渡すために使用され、および／または充填構造を形状化するため
に使用される１つまたは複数の同じデリバリー・カテーテルの上に骨組を引き渡すことも
可能である。次に、充填構造の充填と同時に、さらには充填構造の充填に先立って骨組を
膨張させることができる。参照により既に本明細書に組み込まれている米国特許出願第１
１／４１３４６０号（弁理士事件整理番号第０２５９２５－００１６１０ＵＳ号）に、こ
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れらの実施形態がさらに詳細に開示されている。
【００４１】
　図５Ａ～５Ｅは、図４Ａ～４Ｈに使用されている充填構造をより完全に示したものであ
る。図５Ａは、デリバリー・カテーテルおよび骨組から分離された二重壁充填構造を示し
たものである。図５Ａでは、外壁５０２は、充填材料が充填されると膨張して動脈瘤の壁
と係合する充填構造の一部であり、また、内壁は、血液が動脈瘤を横切る管腔５０４を形
成している。充填タブＦＴは充填構造に結合されており、充填構造の充填を可能にする弁
として作用している。図５Ｂは、長円形または楕円形の外壁５０２および円形の内部管腔
５０４を備えた充填構造の端面図を示したものである。充填構造の壁は、ｅＰＴＦＥでで
きており、ｅＰＴＦＥの細孔を介した充填材料の血管外遊出を防止するポリウレタン内部
ライニングを備えていることが好ましい。他の重合体または織物を使用することも可能で
あり、例えばＤａｃｒｏｎポリエステルなどを使用することができる。本開示における充
填構造実施形態は、すべて、これらの材料を使用することができる。
【００４２】
　図５Ａ～５Ｂの充填構造は、図５Ｃおよび５Ｄに示されている２つの重合体シートから
製造することができる。図５Ｃでは、上部シートは、ｅＰＴＦＥから打ち抜かれており、
平らな上部パン・セクション５０８ａおよび下部ハンドル・セクション５１０ａを有して
いる。図５Ｄでは、第２のシートも同じくｅＰＴＦＥから打ち抜かれており、同様に上部
パン・セクション５０８ｂおよび下部ハンドル・セクション５１０ｂを有している。上部
シートおよび下部シートは、実質的に同じサイズである。次に、これらの２つのシートが
互いに積み重ねられ、次に、図５Ｅにシーム５１２で示されているように、縁の周囲の大
部分が一体封止される。次に、下部ハンドル・セクションが矢印５１４で示されているよ
うに平らなパン・セクションを介して嵌入され、かつ、引っ張られる。次に、封止されて
いない部分が封止される。封止は、熱線、インパルス・シーリング、ＲＦヒート・シーリ
ングまたはレーザ溶接を使用して達成することができる。これにより、図５Ａに点線５０
４で示されているように、充填構造の内部管腔が形成される。図５Ａに示されているよう
に充填管５０６を使用して充填構造を充填することができ、あるいは図５Ｆに示されてい
るように充填ポート５１６を使用することも可能である。充填ポート５１６は、ラテック
ス、あるいは針または他の管による充填ポートの貫通を許容し、かつ、針または管が引き
抜かれると自己封止する重合体などのエラストマ・プラグであってもよい。この製造方法
は、一般に、本明細書において開示されているすべての実施形態に適用される。他の製造
方法には、管状押出しの反転、およびシームが最小化されるために有利である末端の封止
が含まれている。また、いくつかの実施形態では、一体に結合される個別のコンポーネン
トから充填構造を構成することができる。例えば、管状管腔セクションを個別に形成し、
次に充填部分のメイン・ボディに結合することができる。
【００４３】
　既に説明したように、これらの充填構造は、動脈瘤の封止を補助し、また、所定の位置
へのエンドグラフト・システムの固定を補助し、したがってエンドグラフト・システムが
移動する可能性が最小化されるため、動脈瘤を確実に治療することができる。しかしなが
ら、それでも充填構造は漏れることがある。したがって、本明細書においては、より良好
な封止を提供することができる他の充填構造構成および特徴が開示される。
【００４４】
　図６Ａでは、充填構造は外壁Ｗを有しており、また、内壁が管腔Ｌを形成している。ま
た、この実施形態には、動脈瘤の解剖学的構造により良好に適応し、したがってより良好
な封止を提供することができる平らな肩６０８および細い頚領域６１０が含まれている。
図６Ｂは、図６Ａの充填構造を示す端面図である。頚領域は任意のサイズの幅を有するこ
とができるが、好ましい実施形態では、頚領域６１０の幅は、その最も広いポイントで測
定した充填構造の幅の約２％ないし約２０％である。図７Ａ～７Ｂは、充填構造の他の実
施形態を示したものである。図７Ａでは、二重壁充填構造には、平らな表面を提供し、こ
の表面に対してシールを構築することができる、テーパが施された上部部分６２０が含ま



(19) JP 2011-522615 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

れている。図７Ｂは、図７Ａに示されている充填構造の端面図を示したもので、充填材料
が充填されると概ね長円形の形を有しており、また、管腔Ｌは概ね円形である。
【００４５】
　図８Ａ～８Ｂは、充填構造の他の実施形態を示したものである。図８Ａでは、材料の第
１の層は、第１の層より幅が広い材料の第２の層に溶接されている。そのため、充填構造
の一方の側はもう一方の側より多くの材料を有している。したがって外壁Ｗの一方の側は
、実質的に平らなセクション６２６を有し、また、反対側は弓形６３０になっており、直
線セクション６２８がこれらの２つのセクションを一体に結合している。充填構造の端面
図は、図８Ｂに示されているようにＤ形の形になる。
【００４６】
　図９Ａ～９Ｂは、さらに他の充填構造実施形態を示したものである。図９Ａでは、充填
構造の内壁が管腔Ｌを形成している。管腔Ｌには、直線管状セクション６４２が含まれて
おり、また、テーパが施された部分６４０が充填構造の上部部分の近傍に含まれている。
テーパが施された部分６４０は、外側に向かって放射状に朝顔の形に広がっている。図９
Ｂは、図９Ａに示されている充填構造の端面図を示したものである。図９Ｂでは、外壁Ｗ
は円形または長円形を形成しており、また、管腔Ｌは概ね円形である。
【００４７】
　図１０Ａ～１０Ｂは、充填構造中における、追加充填領域を画定するための追加シール
の使用を示したものである。図１０Ａでは、材料の２つの層が線６４４に沿って一体封止
され、硬化性充填材料を充填することができるポケット６４６を形成している。この実施
形態では、図に示されているシール６４４は、充填構造の左側半分および右側半分の両方
にわたって、充填構造の縦軸を概ね横切る方向に通っている。シールの長さ、シールの数
および充填構造の縦軸に対するシールの角度は、変更が可能である。また、この実施形態
では、ポケット６４６は、依然として充填構造の主充填可能領域と流体連絡している。図
１０Ｂは、図１０Ａに示されている充填構造の端面図を示したものである。
【００４８】
　図１１では、２つの充填構造を使用して互いに補足し合い、かつ、封止を補助している
。図１１では、第１の充填構造は、テーパ６５２および概ね管状の管腔Ｌを備えた外壁を
有している。第２の充填構造は、第１のテーパ６５２と相補をなしているテーパ６５４を
備えた外壁Ｗを有しており、したがってこれらの２つの充填構造は、２つのテーパが出会
う部分で互いに係合することになる。２つのテーパは互いに相補をなしているため、それ
らは互いに対して同一平面になる。２つの充填構造の使用は、上記図４Ａ～４Ｇに示され
ているように、動脈瘤の中に２つのエンドグラフト・システムが配置される場合に使用す
ることができる。
【００４９】
　図１２は、充填構造の上部部分の近傍のフォーム充填領域６６０を示したものである。
フォーム充填領域６６０は、ヒート・シーリング、ボンディングまたは当分野で知られて
いる他の取付け方法によって構築することができるシール６６２によって充填可能空間の
残りの部分から分離されている。フォーム充填領域は、充填構造を動脈瘤の解剖学的構造
に一致させることができ、それによりシールの生成を補助する迎合末端を提供している。
【００５０】
　図１３は、可撓アーム６６６が充填構造に結合された充填構造の一代替実施形態を示し
たものである。スロット６６８は、アーム６６６を充填構造のメイン・ボディから分離し
ているが、通路６７０がアーム６６６を充填構造のメイン・ボディに流体結合している。
したがって充填構造に硬化性媒体が充填されると、同じくアーム６６６も充填されること
になる。アームは可撓性であり、したがって撓んで様々な動脈瘤空間中に嵌合し、それに
よりシールを生成する。
【００５１】
　図１４は、一定の角度が付けられた充填構造を示したものである。図１４では、充填構
造の底部縁６８０は、頂部縁６８２に対して角度が付けられている。この実施形態では、
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底部縁６８０は頂部縁６８２に対して鋭角を形成しているが、この角度は調整が可能であ
り、異なる動脈瘤の解剖学的構造に適応することができる。
【００５２】
　図１５は、充填構造における２つの充填領域の使用を示したものである。図１５では、
充填構造は、主充填領域６８８を有しており、また、充填構造の頂部の近傍に個別の離散
充填領域を有している。充填タブＦＴは、充填可能領域６８６、６８８の両方に流体結合
されており、したがって上部充填領域６８６は、充填管をスライド可能に受け取ることが
できる。この領域が充填されると、次に主充填領域を充填することができるよう、充填管
が上部充填タブから下部充填タブの中へ引き抜かれる。上部充填領域は、充填構造のメイ
ン・ボディから一定の領域を封鎖することによって生成することができる。この２段充填
プロセスにより、充填構造は、より良好な動脈瘤のシールを生成することができる。
【００５３】
　図１６は、二重壁充填構造のさらに他の実施形態を示したものである。図１６では、充
填構造は、幅の広いメイン・ボディ・セクション７０４、および充填構造の上端に細い頚
領域７０２を備えている。充填構造の下端は、メイン・ボディ・セクション７０４より狭
い幅を有する環状フランジ７０６を有している。これにより、充填構造の下端における締
めつけの防止または最小化が促進され、また、充填構造による様々な動脈瘤の解剖学的構
造への適応を補助することができる。
【００５４】
　図１７は、二重壁充填構造の他の実施形態を示したものである。図１７では、充填構造
は、幅の広いメイン・ボディ・セクション７２８、肩領域７２２および細い頚領域７２０
を有している。さらに、充填構造の凹状底部領域７２４は、点線７２６で示されているよ
うに、充填されると外側に向かって膨張することができる。
【００５５】
　図１８は、複数の環状フランジを有する他の充填構造実施形態を示したものである。図
１８では、充填構造は、幅の広いメイン・ボディ・セクション７４２およびテーパが施さ
れた下部領域７４４を備えている。メイン・ボディ・セクションは、複数の環状フランジ
の領域へ移行している、テーパが施された肩領域７５２を有している。第１の環状フラン
ジ７４６の後に２つの追加環状フランジ７４８、７５０が続いている。個々のフランジの
幅および厚さは、フランジ７４６の幅が最も広く、かつ、フランジ７４６の厚さが最も分
厚くなり、また、フランジ７５０の厚さが最も薄くなるように徐々に減少している。これ
らの複数のフランジは、締めつけポイントを最小化することにより、充填構造の一方の末
端におけるシールの生成を補助している。
【００５６】
　図１９Ａ～１９Ｂは、充填構造のコンプライアンスを修正することによって如何にその
膨張に影響を及ぼすことができるかを示したものである。図１９Ａでは、内部管腔Ｌを形
成している壁は、１つのコンプライアンスを有する材料から構築することができ、また、
外壁Ｗを形成している壁は、それより大きいコンプライアンスを有する材料から構築する
ことができる。したがって充填構造に硬化性充填材料が充填されると、外壁は、内部管腔
壁より前に、優先的に外側に向かって半径方向に膨張することになる。したがって管腔は
、充填中、比較的不変の状態を維持し、また、外壁は動脈瘤と一致することになる。図１
９Ｂでは、充填構造の外壁の上半分は、充填構造の下半分に対して、より迎合的な材料か
ら製造されている。したがって充填中、上側の外側半分７６２の方が下半分よりも半径方
向に大きく膨張することになる。充填構造壁のコンプライアンスは変更が可能であり、し
たがって所望の膨張特性を得ることができることは理解されよう。異なる材料を使用して
充填構造のコンプライアンスを制御する代わりに、表面修正を使用して材料のコンプライ
アンスを変えることも可能である。例えば図２０では、充填構造の上部部分７７０はエン
ボスされており、一方、下部部分７７２はエンボスされていない。材料をエンボスするこ
とにより、コンプライアンスなどの材料特性が変化する。膨張したポリテトラフルオロ・
エチレン（ｅＰＴＦＥ）の場合、エンボスによって材料のコンプライアンスが大きくなり
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、したがって領域７７０は、非エンボス領域７７２より大きいコンプライアンスを有し、
かつ、非エンボス領域７７２より大きく膨張することになる。
【００５７】
　上で開示した充填構造実施形態のほとんどは、２つのエンドグラフト・システムを配置
して動脈瘤を治療する場合に使用されるものとして記述されているが（例えば図３）、上
で説明した実施形態は、他のエンドグラフト・システムにも使用することができる。例え
ば、いくつかの事例では、図２１に示されているように、場合によってはスリー・ピース
・エンドグラフト・システムを使用して動脈瘤が治療されることが望ましい。図２１では
、第１のドッキング骨組７９０が動脈瘤ＡＡＡの頚の中に配置されており、また、任意選
択の充填構造７９２を使用して頚領域を血液の流れから封鎖することができる。次に、２
つの脚延長骨組７９６および７９８が前進して、少なくとも部分的にドッキング骨組７９
０の中で膨張する。脚骨組７９６および７９８も、任意選択の充填構造７９４、７９９を
有することができ、これらの充填構造７９４、７９９は、動脈瘤空間を充填するために硬
化性充填材料を使用して膨張させることができる。このスリー・ピース・エンドグラフト
・システムは、参照によりその内容全体が本明細書に組み込まれている米国仮特許出願第
６１／０５２０５９号（弁理士事件整理番号第０２５９２５－００２８００ＵＳ号）にさ
らに詳細に開示されている。したがって上で説明した充填構造は、ドッキング骨組または
脚延長骨組のいずれかと共に使用することができる。以下、スリー・ピース・ドッキング
・システムまたは上で説明したツー・ピース・システムに使用することができる追加充填
構造実施形態について、より詳細に説明する。
【００５８】
　図２２は、２つの脚８０２、８０４を有する充填構造の一実施形態を示したものである
。図２２では、充填構造のメイン・ボディ８０６は、動脈瘤の頚の部分の封止を補助する
ためにドッキング骨組に結合することができる。２つの脚領域８０２、８０４は、ドッキ
ング骨組が受け取る脚延長骨組の周囲の封止を補助している。図２３は、ドッキング骨組
と共に使用することができる充填構造の他の実施形態を示したものである。図２３では、
充填構造は、大きい頭部領域８１０およびテーパが施された下部領域８１４を備えたメイ
ン・ボディ領域８１２を有している。大きい頭部領域８１０およびテーパが施された下部
領域８１４は、動脈瘤の頚の周囲のドッキング骨組の封止を補助している。図２４Ａ～２
４Ｃは、ドッキング骨組と共に使用することができる他の実施形態を示したものである。
例えば図２４Ａでは、充填構造は、テーパが施された肩８２２および細い頚領域８２０を
備えたメイン・ボディ部分８２４を有している。図２４Ａの実施形態における内部管腔Ｌ
は実質的に管状であり、一定の直径を有している。図２４Ｂでは、充填構造は、この実施
形態では管腔Ｌが充填構造の下端の近傍で外側に向かってテーパ８２６が施されている点
を除き、図２４Ａと概ね同じ形を有している。図２４Ｃの実施形態は、同じく図２４Ａの
実施形態に類似しているが、やはり修正された管腔Ｌを有している。図２４Ｃでは、充填
構造管腔Ｌは、その膨張を制限するために拘束８２８される下部部分を有している。拘束
８２８は、内壁に結合されたバンドまたはコルセットであってもよく、あるいは低コンプ
ライアンス材料をその領域に使用して管腔Ｌの膨張を制限することも可能である。
【００５９】
　図２５Ａ～２５Ｃは、ドッキング骨組と共に使用することができる充填構造のさらに他
の実施形態を示したものである。図２５Ａでは、充填構造は、細い頚領域８４４に移行し
ているテーパが施された肩８４２を備えたメイン・ボディ・セクション８４０を備えてい
る。図２５Ｂは、充填構造の両方の末端が充填構造のメイン・ボディに結合された細い頚
領域８４４、８４８を有している点を除き、図２５Ａの実施形態に類似している。平らな
、あるいはテーパが施された肩領域８４６は、細い頚領域８４４、８４８を充填構造のメ
イン・ボディに結合することができる。図２５Ｃは、図２５Ａの実施形態の他の変形形態
を示したものである。図２５Ｃでは、充填構造は、充填構造のメイン・ボディに結合され
た細い頚領域８４４、８４８を有している。テーパが施された肩領域８４２は、上側の細
い頚領域８４４を充填構造のメイン・ボディに結合し、また、平らな下側の肩８４９は、
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下側の細い頚領域８４８を充填構造のメイン・ボディに結合している。
【００６０】
　上記実施形態は、一般に骨組構造の上に配置され、外側に向かって半径方向に膨張して
動脈瘤の壁を封止する。図２６Ａ～２６Ｂでは、充填構造を使用してドッキング骨組の内
部空間が充填される。図２６Ａは、ドッキング骨組の上面図を示したものである。図２６
Ａでは、二重壁充填構造８６２は、ドッキング骨組８６０の内部表面に結合されている。
ドッキング骨組８６０は、２つの脚延長骨組８６４をスライド可能に受け取っている。図
２６Ｂでは、充填構造８６２に硬化性充填媒体が充填されている。充填構造８６２の外壁
は、外側に向かって半径方向に膨張し、ドッキング骨組８６０の内部表面と係合してドッ
キング骨組８６０の内部表面を封止している。充填構造８６２の内壁は、内側に向かって
半径方向に膨張し、脚延長骨組８６４の周囲を封止している。
【００６１】
　上で説明した実施形態には、一般に、充填構造の半径方向の膨張によるシールの形成が
利用されている。充填構造と相俟った血栓形成材料の使用により、結果として得られる封
止が強化される。図２７では、充填構造は、充填構造の上部部分に結合された複数のフィ
ラメント様の毛８８０を有している。これらの毛８８０は、本明細書において開示されて
いる血栓形成材料などの任意の血栓形成材料、あるいは当分野で知られている他の材料を
使用して構築することができる。また、毛８８０は、さらに凝固させるために血栓形成物
質に結合することも可能である。これらの毛８８０によって血液が凝固し、それにより動
脈瘤がさらに封止される。毛８８０は、にかわづけ、結合、溶接、ヒート・シール、焼結
、縫合、電気スパン、吹付け、蒸着、ドレープ・コーティングまたはプレスばめすること
ができ、あるいはそれ以外の方法で充填構造に取り付けることができる。毛８８０のため
の例示的材料には、それらに限定されないが、ポリウレタン、ポリカーボネート、Ｄａｃ
ｒｏｎなどのポリエステル、ｅＰＴＦＥ、ポリオレフィン、パリレン、ゼラチン、シリコ
ーン、等々がある。毛髪様構造８８０は、充填構造に取り付けられる縫合糸、フェルト、
ベロア、ウィーブ、ニット、ヒドロゲル、フォーム、塞栓化コイルまたはシートの形態に
形成することができる。図２８は、血栓形成材料が取り付けられた充填構造の一代替実施
形態を示したものである。図２８では、ケープ８８２が充填構造に取り付けられている。
ケープは、充填構造全体または一部を覆うことができ、本明細書において開示されている
材料のうちの任意の材料から製造される。ケープは、薄く、かつ、可撓性であるため、充
填構造と動脈瘤の壁との間の空間に適合し、さらに封止を生成する血塊の形成を補助する
ことができる。ケープ８８２は任意の形にすることができ、また、上で説明した方法のう
ちの任意の方法を使用して充填構造に取り付けることができる。図２９は、血栓形成材料
が取り付けられた充填構造のさらに他の実施形態を示したものである。図２９では、環状
カフス８８４が充填構造の頚領域に結合されている。カフス８８４はＤａｃｒｏｎカフス
であっても、あるいは血栓を形成することで知られている任意の材料であってもよく、ま
た、当業者に知られている技法を使用して充填構造に取り付けられる。カフス８４４は、
充填構造の頚領域に血栓症を生じさせることによってシールの形成を補助している。また
、図３３Ａに示されているように、複数のローブ１００２を有するケープ構造を使用して
動脈瘤を封止し、治癒させることも可能である。ローブ１００２は、充填可能であっても
、そうでなくてもよい。充填可能である場合、ローブは、充填前は図３３Ｂに示されてい
るように低プロファイルを有し、また、充填後は図３３Ａに示されているように、より大
きいプロファイルを有することになる。
【００６２】
　図３４Ａ～３４Ｄは、充填構造のさらに他の実施形態の１つを示したものである。図３
４Ａでは、複数の充填シリンダ１００６、１００８、１００９が互いに内側に積み重ねら
れ、図３４Ｃに示されているように、テーパが施された、あるいは階段状の充填構造を生
成している。図３４Ｃは、３つのシリンダ１０１０、１０１２および１０１４を有するス
タック充填構造の一代替実施形態を示したものである。図３４Ｄは、一体に積み重ねられ
た後の図３４Ｂのシリンダを示したものである。
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【００６３】
　図３５Ａ～３５Ｂは、他の充填構造実施形態を示したものである。図３５Ａでは、充填
構造の内壁が管腔３５００を形成している。管腔３５００には、直線管状セクション３５
０１が含まれており、また、テーパが施された部分３５０２および３５０３が充填構造の
末端の近傍に含まれている。テーパが施された部分３５０２および３５０３は、外側に向
かって放射状に朝顔の形に広がっている。充填ポート３５０４は、管腔３５０３のテーパ
が施された部分に奥まって配置されている。これは、充填構造が充填された場合に、充填
ポートが動脈瘤の壁に接触するのを実質的に防止している。図３５Ｂは、図３５Ａに示さ
れている充填構造の端面図を示したものである。図３５Ｂでは、外壁３５０５は、円形ま
たは長円形を形成しており、また、管腔３５００は概ね円形である。さらに、外壁３５０
５は、内側に嵌入して凸状末端リムを形成している。反対側の末端も同様に形成すること
ができる。充填ポート３５０４は、管腔３５００のテーパが施された部分に位置している
。他の代替実施形態では、充填構造の両端に充填ポートを配置することも可能であり、あ
るいは動脈瘤の壁に接触するように露出させることも可能である。個々の末端における断
面形状は、対応するテーパが施された部分３５０２および３５０３のテーパの割合で決ま
り、テーパが施された部分の幅に対する長さの割合が大きくなるにつれてより丸くなる。
また、充填構造は、図７Ａに示されているテーパが施された肩などの、本明細書において
開示されている任意の封止特徴または他の特徴を備えることができる。
【００６４】
　充填構造および血栓形成材料に加えて、弾性ばね様フレームまたは骨格を使用して充填
構造の半径方向の膨張による動脈瘤の壁との係合を補助し、それにより封止をさらに強化
することができる。例えば図３０Ａでは、充填構造は、充填構造に結合される複数の細長
い支柱９０２またはリブを備えている。支柱９０２は、外側に向かって半径方向に撓むよ
うにバイアスされており、したがって拘束が解放されると、支柱は、外側に向かって半径
方向に湾曲し、充填構造を強制して同じく外側に向かって膨張させることになる。図３０
Ｂは、弾性フレームが螺旋コイル９０４を備えた他の実施形態を示したものであり、また
、図３０Ｃは、弾性フレームが充填構造の縦軸を横切る支柱を備えることができる様子を
示したものである。ばね様フレームは、任意の数の弾性金属、例えばステンレス鋼、ニチ
ノールまたは弾性重合体などから構築することができる。フレームは、充填構造の内側ま
たは外側の表面に結合することができ、あるいは内部充填構造壁と外部充填構造壁の間に
埋め込むことができる。
【００６５】
　また、補強された領域および／または管腔Ｌは剛直になり、凹ますことができなくなる
ため、充填構造の末端を補強することによってより良好な封止を提供することができる。
図３１Ａ～３１Ｃは、補強された充填構造の例示的実施形態を示したものである。図３１
Ａでは、充填構造は、メイン・ボディの両方の末端に細い頚領域９１２、９１４を備えて
いる。一方の細い頚領域９１２は、その領域に追加剛性を提供するためにフレームで補強
されている。図に示されている反対側の細い頚領域９１４は補強されていないが、この領
域も同じく補強することができる。図３１Ｂは、充填構造の縦軸全体に沿った補強９１６
を示したものである。図３１Ｃは、充填構造の互いに反対側の末端９１８、９２０の補強
を示したもので、コネクタ支柱９２２が補強された両方の末端９１８、９２０を結合して
いる。補強領域は、金属、重合体またはそれらの組合せであってもよい。ステントおよび
ステント－グラフトの分野でよく知られている補強パターンなどの様々な補強パターンを
使用することができる。例えば、補強領域は、図３２Ａに示されているような正弦波様パ
ターン９３２、図３２Ｂに示されているような菱形９３４、図３２Ｃに示されているよう
なウィーブ９３６、あるいは図３２Ｄに示されているような螺旋コイル９３８を有するこ
とができる。他の多くの幾何形状を使用することも可能である。
【００６６】
　以上、充填構造の多数の実施形態を開示した。これらの実施形態を任意に組み合わせる
ことも可能であり、あるいは互いに置換することも可能である。充填構造の使用について
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は、ツー・ピース・エンドグラフト・システムまたはスリー・ピース・エンドグラフト・
システムに関連して説明することも可能であったが、任意の充填構造を任意のエンドグラ
フト・システムに使用することができることは当業者には理解されよう。血栓形成材料、
血栓形成物質、半径方向に膨張するフレームおよび補強領域などの追加特徴についても同
じく説明した。これらの特徴のうちの任意の特徴を任意の充填構造と組み合わせて使用す
ることも可能である。
【００６７】
　ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリエステル、ｅＰＴＦＥ、ポリオレフィン、パリ
レン、ゼラチン、シリコーン、等々などのいくつかの血栓形成材料について開示した。こ
れらの材料のうちの任意の材料を血栓形成材料として使用することができ、また、これら
の材料は、縫合糸、フェルト、ベロア、ウィーブ、ニット、ヒドロゲル、フォーム、塞栓
化コイルまたはシートなどの任意の数の構成に形成することができる。取付け方法には、
それらに限定されないが、にかわづけ、ヒート・シーリング、溶接、焼結、縫合／ソーイ
ング、電気スピンニング、吹付け、蒸着またはドレープ・コーティングがある。血栓形成
材料は、充填構造の一部として製造することができ、あるいは充填構造を配置している間
にそれらを導入することができる。
【００６８】
　血栓形成材料の使用に加えて、様々な材料特性を提供するために充填構造の表面を修正
することができる。例えば、所望の量の血栓形成性の提供を補助する表面を提供するため
に、表面をテクスチャ化、ディンプル化、等々することができる。さらに、ポリウレタン
の内部層を備えたｅＰＴＦＥから構成されるものとして好ましい実施形態を開示した。他
の材料を充填構造のベース材料として使用することも可能であり、また、充填構造の所望
の材料特性を提供するために、他の材料の第２または第３の層、さらにはもっと多くの層
をベース層に結合することも可能である。また、所望の効果を提供するために、材料また
は薬剤を使用して充填構造の特定の領域を修正することも可能であり、例えば、充填構造
の一部を修正して血栓形成性にし、それにより封止の生成を補助し、その一方で他の領域
を非修正状態に維持するか、あるいは異なる効果を有するように修正することができる。
血栓形成性を最小化するために、あるいは治癒および血液が通って流れる際の内皮化を促
進するために、ヘパリンのような他の材料または治療物質を管状管腔の表面に加えること
も可能である。
【００６９】
　充填材料は、充填構造を充填することができ、かつ、イン・サイチューで硬化させるこ
とができる材料のうちの任意の１つまたは組合せであってもよい。充填材料の例には、ポ
リエチレン・グリコール（ＰＥＧ）、シリコーン、等々がある。本明細書において開示さ
れている特徴のうちの任意の特徴は、本明細書において説明されている実施形態のうちの
任意の実施形態と置換し、あるいは組み合わせることができることは当業者には理解され
よう。さらに、この開示においては、充填構造は、充填することができ、かつ、概ね約３
０ｍｍＨｇから通常の収縮期血圧より高い約３００ｍｍＨｇまでの圧力に耐えることがで
きる内壁および外壁を有するものとして参照されている。また、充填構造は、複数の層を
有することも可能であることは理解されよう。例えば、開示されているように、充填構造
は、しばしば、ポリウレタンがその上にコーティングされたｅＰＴＦＥ層を備えている。
同様に、有孔率およびコンプライアンスなどの材料特性を制御するために、他の材料を使
用した追加層を使用することも可能である。また、充填構造の外側の血栓形成物質などの
治療物質を充填構造に結合することも可能である。
【００７０】
　以上、本発明の好ましい実施形態について完全に説明したが、様々な代替、修正および
等価物を使用することができる。したがって、特許請求の範囲によって定義されている本
発明の範囲を限定するものとして上記説明を捉えてはならない。
【符号の説明】
【００７１】
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３５０２，３５０３　テーパが施された部分；　３５０４　充填ポート；　
３５０５　外壁。
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